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障
害
者
の
自
立
の
支
援
及
び
社
会
参
加
の
促
進
の
た
め
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文 

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
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（
施
設
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
身
体
障
害
者
更
生
施
設
支
援
」
と
は
、
身
体
障
害

者
更
生
施
設
に
入
所
す
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
治
療
又
は
指
導

及
び
そ
の
更
生
に
必
要
な
訓
練
（
就
労
移
行
支
援
（
就
労
を
希
望
す
る
身
体
障

害
者
に
つ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
、
生
産
活
動
そ
の
他

の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の

た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
就
労
継
続
支
援
（
通
常
の
事
業
所
に
雇
用

さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
身
体
障
害
者
に
つ
き
、
就
労
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と

も
に
、
生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
そ
の
知
識
及
び

能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便

宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

４ 

（
略
） 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
身
体
障
害
者
授
産
施
設
支
援
」
と
は
、
特
定
身
体

障
害
者
授
産
施
設
（
身
体
障
害
者
授
産
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
す
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
必
要
な
訓

 

（
施
設
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
身
体
障
害
者
更
生
施
設
支
援
」
と
は
、
身
体
障
害

者
更
生
施
設
に
入
所
す
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
治
療
又
は
指
導

及
び
そ
の
更
生
に
必
要
な
訓
練
を
い
う
。 

        
４ 
（
略
） 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
身
体
障
害
者
授
産
施
設
支
援
」
と
は
、
特
定
身
体

障
害
者
授
産
施
設
（
身
体
障
害
者
授
産
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
す
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
必
要
な
訓
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練
（
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
を
含
む
。
）
及
び
職
業
の
提
供
を
い

う
。 

６ 

（
略
） 

  

（
公
共
職
業
安
定
所
と
の
連
携
） 

第
十
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
に
つ
い
て
前
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
と
の
連

携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
社
会
参
加
を
促
進
す
る
事
業
の
実
施
） 

第
二
十
一
条
の
四 

地
方
公
共
団
体
は
、
視
覚
障
害
の
あ
る
身
体
障
害
者
及
び
聴

覚
障
害
の
あ
る
身
体
障
害
者
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
事
業
、
身
体
障
害
者
の

盲
導
犬
、
介
助
犬
又
は
聴
導
犬
の
使
用
を
支
援
す
る
事
業
、
身
体
障
害
者
の
ス

ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
事
業
そ
の
他
の
身
体
障
害
者
の
社
会
、
経

済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
事
業
を
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
身
体
障
害
者
更
生
施
設
） 

第
二
十
九
条 

身
体
障
害
者
更
生
施
設
は
、
身
体
障
害
者
を
入
所
さ
せ
て
、
そ
の

更
生
に
必
要
な
治
療
又
は
指
導
を
行
い
、
及
び
そ
の
更
生
に
必
要
な
訓
練
（
就

労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
を
含
む
。
）
を
行
う
施
設
と
す
る
。 

  

（
身
体
障
害
者
授
産
施
設
） 

練
及
び
職
業
の
提
供
を
い
う
。 

 

６ 

（
略
） 

       

（
社
会
参
加
を
促
進
す
る
事
業
の
実
施
） 

第
二
十
一
条
の
四 

地
方
公
共
団
体
は
、
視
覚
障
害
の
あ
る
身
体
障
害
者
及
び
聴

覚
障
害
の
あ
る
身
体
障
害
者
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
事
業
、
身
体
障
害
者
の

盲
導
犬
、
介
助
犬
又
は
聴
導
犬
の
使
用
を
支
援
す
る
事
業
、
身
体
障
害
者
の
ス

ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
事
業
そ
の
他
の
身
体
障
害
者
の
社
会
、
経

済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
事
業
を
実
施

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
身
体
障
害
者
更
生
施
設
） 

第
二
十
九
条 

身
体
障
害
者
更
生
施
設
は
、
身
体
障
害
者
を
入
所
さ
せ
て
、
そ
の

更
生
に
必
要
な
治
療
又
は
指
導
を
行
い
、
及
び
そ
の
更
生
に
必
要
な
訓
練
を
行

う
施
設
と
す
る
。 

  

（
身
体
障
害
者
授
産
施
設
） 
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第
三
十
一
条 

身
体
障
害
者
授
産
施
設
は
、
身
体
障
害
者
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
の

困
難
な
も
の
又
は
生
活
に
困
窮
す
る
も
の
等
を
入
所
さ
せ
て
、
必
要
な
訓
練

（
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
を
含
む
。
）
を
行
い
、
か
つ
、
職
業
を

与
え
、
自
活
さ
せ
る
施
設
と
す
る
。 

  

（
市
町
村
の
支
弁
） 

第
三
十
五
条 

身
体
障
害
者
の
更
生
援
護
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
規
定

す
る
事
項
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
市
町
村
の
支
弁
と

す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

三
の
二 

第
二
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
に
要

す
る
費
用 

四 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
の
支
弁
） 

第
三
十
六
条 

身
体
障
害
者
の
更
生
援
護
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
規
定

す
る
事
項
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
の
支
弁

と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

三
の
二 

第
二
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
実
施
す
る
事
業
に

要
す
る
費
用 

四 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
の
負
担
） 

第
三
十
一
条 

身
体
障
害
者
授
産
施
設
は
、
身
体
障
害
者
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
の

困
難
な
も
の
又
は
生
活
に
困
窮
す
る
も
の
等
を
入
所
さ
せ
て
、
必
要
な
訓
練
を

行
い
、
か
つ
、
職
業
を
与
え
、
自
活
さ
せ
る
施
設
と
す
る
。 

   

（
市
町
村
の
支
弁
） 

第
三
十
五
条 

身
体
障
害
者
の
更
生
援
護
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
規
定

す
る
事
項
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
市
町
村
の
支
弁
と

す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

  

四 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
の
支
弁
） 

第
三
十
六
条 

身
体
障
害
者
の
更
生
援
護
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
規
定

す
る
事
項
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
の
支
弁

と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

  
四 
（
略
） 

 

（
都
道
府
県
の
負
担
及
び
補
助
） 
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第
三
十
七
条 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担

す
る
。 

一 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
七
条
の
二
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第

十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す

る
費
用
に
限
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
五
条

第
二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
施

設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
費

用
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町
村
が
支
弁
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分
の
一 

一
の
二 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を

除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
第
二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
四
又
は
第

十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例

居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
費
用

を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
五
条
第
三
号
の
二
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の

四
分
の
一 

二 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
地
を
有

し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
身
体
障
害
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
第
十
七
条
の
二
、

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十

五
条
第
二
号
の
二
の
費
用
（
居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
に
要
す
る
費
用
に

第
三
十
七
条 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担

す
る
。 

一 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
七
条
の
二
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第

十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す

る
費
用
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
五
条
第

二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
施
設

訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町
村
が
支
弁
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分
の
一 

       

二 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
地
を
有

し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
身
体
障
害
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
第
十
七
条
の
二
、

第
十
八
条
第
三
項
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が

行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の

二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
に
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限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五 

 

三 
（
略
） 

               

（
国
の
負
担
） 

第
三
十
七
条
の
二 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
五
条
及
び

第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
支
弁
す
る
費
用
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

つ
い
て
市
町
村
が
行
う
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五 

三 

（
略
） 

２ 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
補
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除

く
。
）
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
四
又
は
第

十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例

居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
費
用

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分
の
一
以
内 

二 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
居
住
地

不
明
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に

限
る
。
）
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
四
又
は

第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
市
町

村
が
行
う
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
要
す

る
費
用
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
以
内 

（
国
の
負
担
及
び
補
助
） 

第
三
十
七
条
の
二 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
五
条
及
び

第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
支
弁
す
る
費
用
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 
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三 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
第
二
号
の

二
の
費
用
及
び
第
三
十
六
条
第
三
号
の
費
用
（
第
十
九
条
の
五
及
び
第
二

十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る

費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五 

  

四 

第
三
十
五
条
第
三
号
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第
三
号
の
二
の
費
用
に
つ

い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五 

 

        

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
） 

第
五
十
一
条 

国
は
、
当
分
の
間
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
第
三
十
七

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
身
体
障
害
者
更

生
援
護
施
設
の
設
置
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活

用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二

三 

第
三
十
五
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五

条
第
二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う

施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
六

条
第
三
号
の
費
用
（
第
十
九
条
の
五
及
び
第
二
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
十
分
の
五 

  ２ 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
同
条
第
二
号
の
費
用
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十

五
条
第
二
号
の
二
の
費
用
（
第
十
七
条
の
四
又
は
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
が
行
う
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に

要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
以
内
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

  

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
） 

第
五
十
一
条 

国
は
、
当
分
の
間
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
第
三
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
身
体
障

害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
置
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収

入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）



 

‐7‐ 

条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い

て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
（
こ
の
規
定
に
よ

る
国
の
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規

定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
に
対
し
、
身
体
障
害
者
更

生
援
護
施
設
そ
の
他
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
施
設
の
設
置
（
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て

負
担
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第

二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
自
ら
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
指
定
都
市

等
以
外
の
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
者
に
対
し
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
補
助
す
る
費

用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
貸
付
け
を
行

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対
象
で
あ
る
施
設
の
設
置
に
係
る
第
三
十
七

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
時
に
お

い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

６
・
７ 

（
略
） 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に

つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
こ

の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し

た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利

子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
に
対
し
、
身
体
障
害
者
更

生
援
護
施
設
そ
の
他
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
施
設
の
設
置
（
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に

つ
い
て
負
担
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が

自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
指

定
都
市
等
以
外
の
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
行
う

場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
に
対
し
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
補
助

す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で

貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
貸
付
け
を
行

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対
象
で
あ
る
施
設
の
設
置
に
係
る
第
三
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還

時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

６
・
７ 

（
略
） 
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○
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 
（
略
） 

第
三
章 

実
施
機
関
及
び
更
生
援
護 

第
一
節
・
第
二
節 

（
略
） 

第
三
節 

居
宅
介
護
、
施
設
入
所
等
の
措
置
（
第
十
五
条
の
三
十
二
―
第
十

七
条
の
二
） 

第
四
節 

社
会
参
加
の
促
進
（
第
十
七
条
の
三
） 

第
四
章
～
第
六
章 

（
略
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
知
的
障
害
者
更
生
施
設
支
援
」
と
は
、
知
的
障
害

者
更
生
施
設
に
入
所
す
る
知
的
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
保
護
並
び
に
そ

の
更
生
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
（
就
労
移
行
支
援
（
就
労
を
希
望
す
る
知
的

障
害
者
に
つ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
、
生
産
活
動
そ
の

他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上

の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
三
章 

実
施
機
関
及
び
更
生
援
護 

第
一
節
・
第
二
節 

（
略
） 

第
三
節 

居
宅
介
護
、
施
設
入
所
等
の
措
置
（
第
十
五
条
の
三
十
二
―
第
十

七
条
の
二
） 

 

第
四
章
～
第
六
章 

（
略
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
知
的
障
害
者
更
生
施
設
支
援
」
と
は
、
知
的
障
害

者
更
生
施
設
に
入
所
す
る
知
的
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
保
護
並
び
に
そ

の
更
生
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
を
い
う
。 
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る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
就
労
継
続
支
援
（
通
常
の
事
業
所
に
雇

用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
知
的
障
害
者
に
つ
き
、
就
労
の
機
会
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
そ
の
知
識
及

び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
知
的
障
害
者
授
産
施
設
支
援
」
と
は
、
特
定
知
的

障
害
者
授
産
施
設
（
知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
す
る
知
的
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
必
要
な
訓

練
（
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
を
含
む
。
）
及
び
職
業
の
提
供
を
い

う
。 

５ 

（
略
） 

 

第
三
章 

実
施
機
関
及
び
更
生
援
護 

第
一
節 

実
施
機
関
等 

 

（
公
共
職
業
安
定
所
と
の
連
携
） 

第
十
一
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
知
的
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
に
つ
い
て
前
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
と
の

連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
は
、
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し
て
第

十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に

     

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
知
的
障
害
者
授
産
施
設
支
援
」
と
は
、
特
定
知
的

障
害
者
授
産
施
設
（
知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
す
る
知
的
障
害
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
必
要
な
訓

練
及
び
職
業
の
提
供
を
い
う
。 

 

５ 

（
略
） 

 

第
三
章 

実
施
機
関
及
び
更
生
援
護 

第
一
節 

実
施
機
関
等 

     
（
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
は
、
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し
て
前

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
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係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 
（
略
） 

 

第
四
節 
社
会
参
加
の
促
進 

第
十
七
条
の
三 

地
方
公
共
団
体
は
、
知
的
障
害
者
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
事

業
、
知
的
障
害
者
が
円
滑
に
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
知
的
障
害
者
の
移

動
を
支
援
す
る
事
業
そ
の
他
の
知
的
障
害
者
の
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ

ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
四
章 

事
業
及
び
施
設 

 

（
知
的
障
害
者
更
生
施
設
） 

第
二
十
一
条
の
六 

知
的
障
害
者
更
生
施
設
は
、
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
を

入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
更
生
に
必
要
な
指
導
及
び

訓
練
（
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
施
設
と
す
る
。 

（
知
的
障
害
者
授
産
施
設
） 

第
二
十
一
条
の
七 

知
的
障
害
者
授
産
施
設
は
、
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
で

あ
つ
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
入
所
さ
せ
て
、
自
活
に
必
要
な
訓

練
（
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
を
含
む
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
職

業
を
与
え
て
自
活
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。 

 

も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

       

第
四
章 

事
業
及
び
施
設 

 

（
知
的
障
害
者
更
生
施
設
） 

第
二
十
一
条
の
六 

知
的
障
害
者
更
生
施
設
は
、
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
を

入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
更
生
に
必
要
な
指
導
及
び

訓
練
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。 

 

（
知
的
障
害
者
授
産
施
設
） 

第
二
十
一
条
の
七 

知
的
障
害
者
授
産
施
設
は
、
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
で

あ
つ
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
入
所
さ
せ
て
、
自
活
に
必
要
な
訓

練
を
行
う
と
と
も
に
、
職
業
を
与
え
て
自
活
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設

と
す
る
。 
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第
五
章 

費
用 

 

（
市
町
村
の
支
弁
） 

第
二
十
二
条 
次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。 

一
～
二 

（
略
） 

二
の
二 

第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
に
要
す

る
費
用 

三 

（
略
） 

（
都
道
府
県
の
支
弁
） 

第
二
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
都
道
府
県
の
支
弁
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

二
の
二 

第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
実
施
す
る
事
業
に
要

す
る
費
用 

三 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
の
負
担
） 

第
二
十
五
条 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担

す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る

居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
及

び
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
、
同
条
第
一
号
の
四
の
費
用
（
知
的

第
五
章 

費
用 

 

（
市
町
村
の
支
弁
） 

第
二
十
二
条 

次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。 

一
～
二 

（
略
） 

  

三 

（
略
） 

（
都
道
府
県
の
支
弁
） 

第
二
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
都
道
府
県
の
支
弁
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

  

三 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
の
負
担
及
び
補
助
） 

第
二
十
五
条 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担

す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 
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障
害
者
地
域
生
活
援
助
及
び
第
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
行
政
措
置
に

係
る
費
用
並
び
に
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第

二
号
の
二
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分
の
一 

四 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
第
十
五
条
の
五
又
は
第
十
五
条
の
七

の
規
定
に
よ
り
居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
市
町
村
が
行
う
居
宅

生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
（
知
的
障
害
者
地
域
生

活
援
助
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
及
び
第
二

十
二
条
第
一
号
の
四
の
費
用
（
居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
の
第

十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
知
的
障

害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分

の
五 

五 

第
二
十
二
条
第
三
号
の
費
用
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分

の
一 

         

           

三 

第
二
十
二
条
第
三
号
の
費
用
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分

の
一 

２ 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
が
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
補
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る

居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
及

び
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
一
号
の
四
の
費
用
（
知

的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
及
び
第
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
行
政
措
置

に
係
る
費
用
並
び
に
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ

の
四
分
の
一
以
内 
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（
国
の
負
担
） 

第
二
十
六
条 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
又
は
第
二

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
費
用
の
十
分
の
五
を
負
担
す
る
。 

一 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る

も
の
を
除
く
。
） 

二 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
三
の
費
用
（
知
的
障
害
者
通
勤
寮
支
援
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

三 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
四
の
費
用
（
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
行
政

措
置
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
の
提
供
若
し
く
は
提
供
の
委

託
に
要
す
る
費
用
又
は
同
条
第
二
項
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
を
除

く
。
） 

四 

第
二
十
二
条
第
二
号
の
費
用
の
う
ち
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
行
政
措
置
（
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要

す
る
費
用 

五 

第
二
十
二
条
第
二
号
の
二
の
費
用 

二 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
第
十
五
条
の
五
又
は
第
十
五
条
の
七

の
規
定
に
よ
り
居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
市
町
村
が
行
う
居
宅

生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
（
知
的
障
害
者
地
域
生

活
援
助
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
及
び
第
二

十
二
条
第
一
号
の
四
の
費
用
（
居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
の
知

的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の

十
分
の
五
以
内 

（
国
の
負
担
及
び
補
助
） 

第
二
十
六
条 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
又
は
第
二

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
費
用
の
十
分
の
五
を
負
担
す
る
。 

  

一 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
三
の
費
用
（
知
的
障
害
者
通
勤
寮
支
援
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

    
二 

第
二
十
二
条
第
二
号
の
費
用
の
う
ち
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
行
政
措
置
（
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要

す
る
費
用 
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六 

第
二
十
二
条
第
三
号
の
費
用
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用 

七 
第
二
十
三
条
第
二
号
の
二
の
費
用 

八 

第
二
十
三
条
第
三
号
の
費
用
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用 

        

附 

則 

 

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
） 

４ 

国
は
、
当
分
の
間
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
第
二
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
設
置

で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本

の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
。

以
下
「
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に

該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に

お
い
て
、
第
二
十
六
条
の
規
定
（
こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
割
合
に
つ
い

三 

第
二
十
二
条
第
三
号
の
費
用
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用 

 

四 

第
二
十
三
条
第
三
号
の
費
用
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
特
定

知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用 

２ 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
が
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
、
同
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
知
的
障
害
者
地
域

生
活
援
助
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
一
号
の
四
の
費
用
（
第
十
五

条
の
三
十
二
第
一
項
の
行
政
措
置
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
の
提

供
若
し
く
は
提
供
の
委
託
に
要
す
る
費
用
又
は
同
条
第
二
項
の
行
政
措
置
に

要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 

 

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
） 

４ 

国
は
、
当
分
の
間
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設

の
設
置
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社

会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十

六
号
。
以
下
「
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
（
こ
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
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て
、
こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
国
が
負
担

す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

５ 

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
に
対
し
、
知
的
障
害
者
援

護
施
設
そ
の
他
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
の
設

置
（
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
も
の
を

除
く
。
）
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る

も
の
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
指
定
都
市
等
以
外
の
市
町
村

又
は
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
に
対
し
当
該
都
道
府

県
又
は
指
定
都
市
等
が
補
助
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
予
算
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

国
は
、
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
貸
付
け

を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対
象
で
あ
る
施
設
の
設
置
に
係
る
第
二

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
時
に
お

い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
異
な
る
定
め
を
し
た
法
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
り
国
が
負
担
す
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。 

５ 

国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
に
対
し
、
知
的
障
害
者
援

護
施
設
そ
の
他
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
の
設

置
（
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る

も
の
を
除
く
。
）
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該

当
す
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
自
ら
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
指
定
都
市
等
以
外
の

市
町
村
又
は
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
に
対
し
当
該

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
補
助
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

国
は
、
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
貸
付
け

を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の
対
象
で
あ
る
施
設
の
設
置
に
係
る
第
二

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還

時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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○
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
精
神
障
害
者
の
医
療
及
び
保
護
並
び
に

保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
精
神
病
院
（
精

神
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
十
九

条
の
十
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
入
院
し
て
い
る
者
が
医
療
及
び
保
護
の
た

め
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
速
や
か

に
退
院
す
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
特
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
で
「
精
神
障
害
者
」
と
は
、
統
合
失
調
症
、
精
神
作
用
物
質

に
よ
る
急
性
中
毒
又
は
そ
の
依
存
症
、
知
的
障
害
、
精
神
病
質
そ
の
他
の
精
神

疾
患
を
有
す
る
者
を
い
う
。 

 

 

（
指
定
医
の
必
置
） 

第
十
九
条
の
五 

第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

精
神
障
害
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
病
院
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
精
神
病
院
に
常
時
勤
務
す
る
指
定
医
（
第
十
九

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
） 

第
二
条 

（
略
） 

        

（
定
義
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
で
「
精
神
障
害
者
」
と
は
、
精
神
分
裂
病
、
精
神
作
用
物
質

に
よ
る
急
性
中
毒
又
は
そ
の
依
存
症
、
知
的
障
害
、
精
神
病
質
そ
の
他
の
精
神

疾
患
を
有
す
る
者
を
い
う
。 

  
（
指
定
医
の
必
置
） 

第
十
九
条
の
五 

第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

精
神
障
害
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
病
院
（
精
神
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神

病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
十
九
条
の
十
を
除
き
、
以
下
同
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条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
第

五
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
相
談
指
導
等
） 

第
四
十
七
条 

都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
（
以
下
「
都
道

府
県
等
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
精
神
保
健
福
祉
相
談
員
そ
の
他
の
職
員
又
は
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
保

健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と

い
う
。
）
が
指
定
し
た
医
師
を
し
て
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に

関
し
、
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
さ
せ
、
及
び
こ
れ

ら
の
者
を
指
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

第
四
十
七
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
就
労
を
希
望
す
る
精
神
障

害
者
及
び
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
又
は
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設

の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
若

し
く
は
就
職
あ
つ
せ
ん
を
必
要
と
す
る
精
神
障
害
者
に
対
し
、
公
共
職
業
安
定

所
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
） 

第
五
十
条
の
四 

都
道
府
県
は
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
社
会
経

済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
、
精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業

じ
。
）
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
精
神

病
院
に
常
時
勤
務
す
る
指
定
医
（
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
第
五
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
相
談
指
導
等
） 

第
四
十
七
条 

都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
（
以
下
「
都
道

府
県
等
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神

保
健
福
祉
相
談
員
そ
の
他
の
職
員
又
は
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
保
健
所
を

設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）

が
指
定
し
た
医
師
を
し
て
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
し
、
精

神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
さ
せ
、
及
び
こ
れ
ら
の
者
を

指
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

      
（
精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
） 

第
五
十
条
の
四 

都
道
府
県
は
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
社
会
経

済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
、
精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
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（
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
精
神
障
害
者
を
精
神
障
害

者
の
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
熱
意
の
あ
る
者
に
委
託
し
て
、
職
業

を
与
え
る
と
と
も
に
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
を
行
う
事

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
社
会
参
加
を
促
進
す
る
事
業
の
実
施
） 

第
五
十
条
の
五 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
精
神
障
害

者
の
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す

る
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
及
び
都
道
府
県
の
負
担
） 

第
五
十
条
の
六 

都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の
規
定

に
よ
り
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
費

用
の
四
分
の
一
を
負
担
す
る
。 

２ 

国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
二
分
の
一
を

負
担
す
る
。 

一 

前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め
る

も
の
に
要
す
る
費
用 

二 

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
実
施
す
る
事
業
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
も
の
に
要
す
る
費
用 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
補
助
） 

第
五
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

（
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
精
神
障
害
者
を
精
神
障
害

者
の
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
熱
意
の
あ
る
者
に
委
託
し
て
、
職
業

を
与
え
る
と
と
も
に
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
を
行
う
事

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

              

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
補
助
） 

第
五
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

４ 

（
略
） 

一 

（
略
） 
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二 
（
略
） 

二 

都
道
府
県
が
行
う
精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
に
要
す
る
費
用 

三 

（
略
） 
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○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
五
十
三
条 

国
庫
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
支

弁
す
る
第
五
十
条
の
費
用
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
の
二
及
び
第

六
号
の
二
の
費
用
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
一
条
の
費
用
（
第
一
号
の
二
の
費

用
の
う
ち
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
、
第
二
号
の
費
用
の
う
ち
児
童
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
も
の
、
第
四

号
の
費
用
、
第
五
号
の
費
用
並
び
に
第
七
号
の
費
用
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、

政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。 

第
五
十
三
条
の
二 

国
庫
は
、
第
五
十
条
第
五
号
の
二
の
費
用
に
対
し
て
は
、
政

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

   

第
五
十
五
条 

都
道
府
県
は
、
第
五
十
一
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
号
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
、
第

五
十
一
条
第
三
号
の
費
用
及
び
同
条
第
四
号
の
二
の
費
用
に
対
し
て
は
、
政
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
四
分
の
一
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
五
十
三
条 

国
庫
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
十
条
（
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十

一
条
（
第
一
号
の
二
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
支
弁
す
る
費
用
に
対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。 

  

第
五
十
三
条
の
二 

国
庫
は
、
第
五
十
条
第
五
号
の
二
の
費
用
並
び
に
第
五
十
一

条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
及
び

同
条
第
二
号
の
費
用
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二

項
の
措
置
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
十
五
条 

都
道
府
県
は
、
第
五
十
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
二
の
費
用
に

対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
四
分
の
一
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
五
十
五
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
第
五
十
一
条
第
一
号
の
二
の
費
用
（
児
童
デ
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イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
号
の
費
用
（
児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用
を
除

く
。
）
に
対
し
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
四
分
の
一
以
内

を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


